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令和 6年 1月 定例農業委員会議事録 

 

１ 開催日時及び場所 

開催日時   令和 6年 1月 9日（火）  午後 2時 00分から午後 2時 30分 

場   所   市役所 4階 庁議室 

２ 委員 

（1）農業委員会委員総数  １4名 

（2）農業委員会委員の出席  13名 

赤坂 雄司 大和屋 君子 家次 幸雄 南河 武 丹治 正美 藤原 定嗣 

町谷 敏一 南 昇一 石垣 一郎 射手矢 豊光 勝間 冨士男 戸野 武彦 

北庄司 博文       

（3）農業委員会委員の欠席   1名 

川野 博信  

(4)農地利用最適化推進委員総数  7名 

（5）農地利用最適化推進委員の出席  6名    

野出 良之 藤本 明彦 重里 文男 道幸 誠一 奥 和弥 立石 義信 

（6）農地利用最適化推進委員の欠席  1名 

阪本 寿和 

３ 議事説明員 

事務局長 宗野 公保 次長 杉浦 勇人 主任 髙橋 吉郎 係員  尾峪 大友 

 

４ 議案 

報告第 34号 農地法第 4条第 1項第 7号の規定による農地転用の届出について 

報告第35号 農地法第5条第 1項第6号の規定による農地転用の届出（所有権移転）について 

報告第 36号 農地法第１８条第６項の規定による賃貸借合意解約通知について  

報告第 37号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願について 

議案第 33号 農地法第 3条の規定による所有権移転の許可申請について 

可決 



2 

 

議案第 34号 農地法第 5条の規定による農地転用の許可申請（所有権移転）について 

可決 

議案第 35号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

可決 

議案第 36号 農用地利用集積計画案に伴う利用権設定について 

可決 

 

議 長 

只今より、1月の定例農業委員会を開会させていただきます。 農業委員定数 14名中、出席委

員 13名、推進委員 7名中 出席委員が 6名ですので、農業委員会等に関する法律第 21条第 3

項の規定により会議は成立しております。 

議事に先立ち、本会議の議事録署名委員２名を私より指名することについて、ご異議ございま

せんか。 

（異議なしの声あり） 

 

議 長 

異議がないようですので、12番：戸野委員 14番：北庄司委員 のご両名にお願いします。 

それでは、本日の議事日程を事務局よりお願いします。 

 

事務局  議事日程を読み上げ 

 

議 長 

では、日程第１ 報告第 34号 農地法第 4条第 1項第 7号の規定による農地転用の届出につ

いて 事務局より報告お願いします。 

 

事務局  

本件につき、報告させていただきます。 

(議案書を朗読し、報告した。） 
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以上でございます。 

 

議 長 

ただいまの報告について、ご質疑並びにご意見はございませんか。 

（なしの声あり） 

 

議 長 

ないようですので、本件は報告どおり承認することに決定します。続いて、日程第２ 報告第 35

号 農地法第 5 条第 1 項第 6 号の規定による農地転用の届出について 事務局より報告お願い

します。 

 

事務局  

本件につき、報告させていただきます。 

(議案書を朗読し、報告した。） 

以上でございます。 

 

議 長 

ただいまの報告について、ご質疑並びにご意見はございませんか。 

（なしの声あり） 

 

議 長 

ないようですので、本件は報告どおり承認することに決定します。続いて、日程第3 報告第36

号 農地法第１８条第６項の規定による賃貸借合意解約通知について 事務局より報告お願いし

ます。 

 

事務局  

本件につき、報告させていただきます。 

(議案書を朗読し、報告した。） 
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以上でございます。 

 

議 長 

ただいまの報告について、ご質疑並びにご意見はございませんか。 

（なしの声あり） 

 

議 長 

ないようですので、本件は報告どおり承認することに決定します。続いて、日程第4 報告第37

号 生産緑地に係る農業の主たる従事者証明願について 事務局より報告お願いします。 

 

事務局  

本件につき、報告させていただきます。 

(議案書を朗読し、報告した。） 

以上でございます。 

 

議 長 

ただいまの報告について、ご質疑並びにご意見はございませんか。 

（なしの声あり） 

 

ないようですので、本件は報告どおり承認することに決定します。続いて、日程第 5 議案 33

号 農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について 事務局より説明お願いします。 

 

事務局  

議案 第 33 号  農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について、説明させていた

だきます。 

耕作目的で所有権を移転する次の申請について、適当と認め許可してよろしいか。 

 

番号 1  
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所在：日根野 地番：●●●●番  登記：田  現況：田  面積：５７８㎡ 

譲受人： 日根野●●●番地  ● ●●  

譲渡人： 日根野●●●●番地  ●● ●● 

議案書番号１の位置については 別紙議案資料 2ページのＮＯ.１ をご覧ください。 

申請地は 578㎡あり、現在、稲刈り後で、ほ場は綺麗に整理されています。権利取得後、水稲

を行う予定です。譲受人の通作距離は１キロメートル、車で 5分の場所にあります。譲受人が耕作

している農地面積は 4761.9㎡、現在、水稲を行っています。今回新たに権利を取得する農地面

積は 578㎡になり、合計 5339.9㎡になります。また、常時農業従事人数は 4名で、譲受人の

農作業歴は５０年、譲受人と夫の年間の従事日数は１２０日です。譲受人以外の農業歴は２０年で

す。農機具はトラクター、田植機を保有しており、取得後も農業経営を行う予定です。 

続きまして、番号２に入ります。こちらは川野委員の案件になりますが、本日欠席ですので、こ

のまま進めさせていただきます。 

番号２ 

所在：上瓦屋 地番：●番  登記：田  現況：田 面積：1252㎡  

譲受人： 泉佐野市上瓦屋●●●番地の●  ●● ●●  

譲渡人： 泉佐野市上瓦屋●●●番地の●  ●● ●● 

議案書 番号２ の位置については 別紙議案資料４ ページの ＮＯ.２ をご覧ください。 

申請農地の状態について、現在、畝立ての状況です。権利取得後も水稲を行う予定です。通作

距離は 1．3キロメートル、自家用車で約 5分のところにあり、申請農地の隣の農地はすでに譲

受人所有の農地があります。譲受人が権利を有する農地面積は 11,270㎡、今回新たに権利を

取得する農地の面積は 1,252㎡となり、総計は 12,522㎡となります。また、譲受人の農作業

歴は４０年。農作業従事日数は 200日、奥様は 160日です。農機具はトラクター２台、田植機２

台、コンバイン１台を保有しており、取得後も農業経営を行う予定です。説明は以上です。 
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議 長 

ただいまの説明について、ご質疑並びにご意見はございませんか。 

（なしの声あり） 

 

議 長 

ないようですので、適当と認め、許可することに決定いたします。続いて、日程第 6 議案第 34

号 農地法第５条の規定による農地転用の許可申請（所有権移転）について 事務局より説明お願

いします。 

 

事務局  

議案 第３4 号  農地法第５条の規定による農地転用の許可申請（所有権移転）について、説明

させていただきます。 

 

物件の表示 泉佐野市上之郷●●●●番● 

地目は   田  

面積は   161㎡ 

 

譲受人 泉佐野市市場東●丁目●番●●号 

● ●● 

譲渡人 泉佐野市上之郷●●●●番地 

 ●● ●● 

 

転用目的は 進入通路です。 

 譲受人は、貿易業、果樹類生産販売輸出入等を行う法人の役員で、当該法人が所有する隣接

山林に果樹園等を整備するため、申請地に進入通路を整備するものです。 

申請地は、ＪＲ長滝駅から南南東１４００メートルにあります。 

農地区分は、農地法施行規則第 46 条の規定により市街化傾向が著しい区域に近接する農地
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の区域で、その規模がおおむね 10ha 未満であるため 第２種農地と判断しております。代替性

につきましては、申請地以外は農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域内農地

ですので、転用はできない状況でございます。地元土地改良区からは、特に意見はありませんでし

た。 

説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議 長 

ただいまの説明について、ご質疑並びにご意見はございませんか。 

（なしの声あり） 

 

議 長 

ないようですので、適当と認め、大阪府農業会議に諮問することに決定いたします。続いて、日

程第７ 議案第３５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 事務局より説明をお願

いします。 

 

事務局  

議案第３５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

下記について、租税特別措置法第 70 条の 6 第 1 項の規定による適格者と認め証明してよろ

しいか。 

 

番号１：被相続人 大阪府泉佐野市日根野●●●番地  ● ●●●、相続人 大阪府泉佐野市

日根野●●●番地 ● ●●、子にあたります。相続人は、専業農家です。相続発生前より農業を

共同で営んでおります。相続開始日は令和 5 年 4 月 4 日。特例適用農地は日根野●●●番地と

他１２筆で、面積は 13筆で8,707.3㎡になります。市街化区域内の特定生産緑地と調整区域内

の農地となっております。現在の農地の状況ですが、水稲、キャベツ等の作物が栽培されており、

相続人は今後も農業経営を続けていくとのことです。 

事務局の現地調査の結果、13 筆、すべての農地で耕作しており、適格者の要件が整っておりま

す。説明は以上になります。 



8 

 

 

議 長 

ただいまの件について、ご質疑並びにご意見はございませんか。 

（なしの声あり） 

 

議 長 

ないようですので、適格者と認め、承認することに決定します。続いて、日程第8 議案第36号 

農用地利用集積計画案に伴う利用権設定について事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 

議案  第 36号  農用地利用集積計画案に伴う利用権設定について 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき泉佐野市長から審査依頼のあった 次

の計画案について、適当とみなしてよろしいか。 

 

番号 1 

設定人      上之郷●●●●番地        ●● ● 

被設定人     南中安松●●●番地の●    ●● ●● 

利用権を設定する土地 

所在  上之郷●●●●番   地目 田   面積 554㎡   

所在  上之郷●●●●番   地目 田   面積 22㎡ 

所在  上之郷●●●番●  地目 田   面積 882㎡  

所在  上之郷●●●番●  地目 田   面積 234㎡ 

所在  長滝●●●●番    地目 畑   面積 1209㎡  

所在  長滝●●●●番    地目 畑   面積 991㎡ 

所在  長滝●●●●番    地目 畑   面積 892㎡  

使用貸借権 公告日より 2 ヵ年 

 

番号 2 
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設定人      長滝●●●●番地の●    ●● ●● 

被設定人     長滝●●●●番地      ●● ●● 

利用権を設定する土地、 所在 長滝 ●●●●番、 地目 畑、 面積 495 ㎡、 使用貸借権

R6.1.18～R11.1.17(継続) 

 

番号 3 

設定人   長滝●●●●番地の●  ●● ●● 

被設定人  長滝●●●●番地    ●● ●● 

利用権を設定する土地  所在 長滝●●●●番● 地目 畑  面積523㎡  使用貸借権  公

告日より 5 ヵ年（新規） 

 

本件につき、ご承認のほどよろしくお願いします。 

 

議 長 

ただいまの件について、ご質疑並びにご意見はございませんか。 

（なしの声あり） 

 

議 長 

ないようですので、本件は適当とみなし、泉佐野市長に報告することに決定いたしました。本日

の議案審議、すべて終了いたしました。これをもちまして、1 月の定例農業委員会を閉会いたしま

す。 

 

議事録署名人 令和   年   月   日 

 令和   年   月   日 

 令和   年   月   日 

 


